
項目 具体的取組 令和５年度目標・指標
令和２年
度実績

令和3年度
実績

令和４年
度実績

令和５年度
実績 主な実績・成果・評価 課題、今後の方向性

１．共生社会づくり

(ア)障害者差別解消法の周
知、「障害の社会モデル」
の啓発

差別解消に関する講座の実施
回数

(イ)滋賀県障害者差別のな
い共生社会づくり条例の浸
透と条例に基づく取組の実
施

50回／年

(ウ)差別解消のためのネッ
トワーク構築

相談体制の充実 ー ー ー ー

(1)②権利擁護の推進
(エ)成年後見制度の利用促
進

全福祉圏域での中核機関の設置 ー ー ー ー

健康福祉政策課、医療福祉政策課と連携し、滋賀
県における成年後見制度利用促進（権利擁護支
援）に関する取組方針を策定するとともに、利用
促進連絡会議、市町向け実務研修を開催した。

R5年度に策定した取組方針に基づき、法人後見受任団
体の育成に取り組んでいく。

意思決定支援に関する研修修
了者数

ー 26人 41人 60人

150人（３年間累積） （累積） （累積）

(3)①県と市町の連携に
よる意思疎通支援の充実

(ア)手話言語や情報コミュ
ニケーションに関する条例
の検討

条例制定に向けた検討を進める
小委員会
を計3回
開催

協議会を
計4回開

催

専門部会
を３回開

催

・専門部会
を１回開催
・条例制定
および施行

条例検討専門部会を１回開催し条例の方向性を定
め、県議会に条例案を上程し、条例を制定・施行
した。（令和５年12月）

R5年度に制定・施行された本条例について、普及啓発
を行い、障害の有無に関わらず意思疎通等が促進され
るよう、取り組んでいく。

(4)②交通におけるユニ
バーサルデザイン化・バ
リアフリー化

(イ)交通安全施設等のユニ
バーサルデザイン化の促進

駅のバリアフリー化率（乗客
1日３千人以上）：100％

88.9% 90.5% 90.5% 95.0%

鉄道事業者および市町が実施する鉄道駅のバリア
フリー化等に対して費用の一部を補助することに
より、県内鉄道駅のバリアフリー化に寄与した。
※実績増の要因は未整備駅の一部が乗降客数3千人
を下回ったため。

県内鉄軌道駅のバリアフリー化を促進するため、鉄軌
道駅に関する段差の解消等にかかる施設整備費用を継
続的に支援していく必要がある。

２．ともに暮らす

利用見込数：1,634人

※市町における利用見込人数の
総数

1518人 1786人 1945人 2088人

49人

(R３年度～R５年度の累積) 10人

※市町における目標人数の総数

(カ)地域生活支援拠点等の
整備

各市町または各圏域に少なく
とも１つ確保および機能の充
実

５ ８ ８
９

（圏域４、
市町５）

(エ)福祉圏域における総合
的、専門的な相談支援体制
の充実

各市町または各福祉圏域にお
いて、体制を確保

14 16 16

(カ)相談支援専門員の養成
および育成

計画相談支援等に主に従事す
る相談支援専門員数：336人

318人 332人 173人

(1)②障害者支援施設や
精神科病院からの地域移
行を促進し地域で暮らし
続けるための支援の充実

(1)①地域における住ま
いの場の確保

（１）重点的取組一覧

(イ)障害福祉サービスの利
用にあたっての意思決定支
援の実施者の育成

(1)①障害者差別の解消
と障害者理解の促進

(2)①意思決定支援の推
進

改正障害者差別解消法が令和6年4月1日に施行されたこ
とを踏まえつつ、出前講座や共生社会サポータース
テッカーなどを利用しながら県民に対する啓発を強化
するとともに、発達障害の疑似体験等により子どもを
含む幅広い層への普及・啓発に引き続き取り組んでい
く。また、アドボケーターの資質向上のための研修会
を実施する。

基幹相談支援センターの整備に伴い、より身近な
地域での専門的な相談支援体制整備を進めること
ができた。
新型コロナウイルスの影響により、研修募集定員
を減らしたが、無事に研修を実施することができ
た。

市町等から相談支援専門員のさらなる養成について要
望が寄せられており、研修の質を保ちながら、研修の
充実に努める。

高島、東近江、大津を対象に地域移行のモデル事
業を活用し、地域移行のための体験利用機会を確
保することができた。
各地域での拠点確保のため、各市町や地域自立支
援協議会において検討・注力されてきた結果、拠
点整備率の全国平均を上回る形で進めることがで
きた。

モデル事業に実施により明らかになった課題等につい
て、国への制度提案を行うとともに、他圏域への展開
に向けた検討を行い、地域生活の実現に取り組む。
引き続き、拠点整備に係る好事例等の情報提供に努
め、全県において拠点整備が進むよう支援する。

令和３年度から新たに実施した研修であり、令和
３年度に26名、令和４年度に15名、令和５年度に
19名が受講した。
無事に研修を実施することができた。

引き続き、研修の周知に努め、相談支援専門員への理
解促進および障害のある当事者の意思決定支援の充実
に努める。

令和５年度末のグループホームの利用定員は2,088
人分であり、令和６年度の利用見込み数を上回る
状況となっている。

地域間の偏りや、重度障害のある方の利用が難しいな
どの課題があり、重度障害のある方の対応が可能なグ
ループホームの整備を進める。

19人 ７人

(1)③地域生活を支える
相談支援体制の充実

(ア)地域生活への移行の促
進

３人

R5年度はコロナの影響が少なくなり、前年度に比
べて出前講座実施回数を増やすことができた。
また、R5.3月に作成した、共生条例の理念に共感
する事業者が店舗等に貼付する共生サポータース
テッカーの配布を行うなど、民間事業者に対する
啓発に取り組んだ。
圏域ごとに県（健康福祉事務所を含む）、市町担
当者、アドボケーターが参加する圏域情報交換会
を実施するなどして連携した体制強化に努めた。

(ア)グループホームの整備
促進

44回 42回 51回 61回
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項目 具体的取組 令和５年度目標・指標
令和２年
度実績

令和3年度
実績

令和４年
度実績

令和５年度
実績 主な実績・成果・評価 課題、今後の方向性

（１）重点的取組一覧

(ア)障害福祉サービス事業
者等における新型コロナウ
イルス等感染対策への支援

各事業所が感染症に適切に対
応できる

－

(イ)障害のある人が新型コ
ロナウイルス等の感染等に
より生活困難な状況になっ
た場合の支援

障害のある人が在宅生活を継
続できる

ー ー ー －

(ウ)新型コロナウイルス感
染者や医療従事者等に対す
るこころのケア

感染者、家族、医療従事者等
の不安を和らげる

106件 131件 68件 13件
令和4年度から「こころの電話相談」の周知を行い
コロナ関連のこころのケアに関する相談を受け、
必要な相談対応が行えた。

既存の相談窓口で相談対応を継続する。

(2)①重症心身障害児者
および医療的ケア児者へ
の支援の充実

(ウ)障害特性に応じた相談
支援体制の充実

各市町または各福祉圏域に医
療的ケア児等に関するコー
ディネーター研修修了者を中
心とした体制を整備

ー ー ー ー

医療的ケア児者支援コーディネーター養成につい
ては、継続して実施し、新規修了者を確保してい
る。
各市町における医療的ケア児等コーディネーター
の活用や役割の認識については、差がみられる。

滋賀県重症心身障害児者・医療的ケア児者支援セン
ターの機能として、コーディネーター養成研修修了者
の圏域ごとの運用状況の把握と検討、各市町による
コーディネーター養成研修修了者活用、役割整理の働
きかけおよび同修了者の名簿掲載および情報提供を継
続するとともに、重心ケアマネジメント支援事業を継
続する。

(ア)地域支援基盤の充実
強度行動障害のある人が地域
生活を継続できる基盤を充実
させる

ー ー ー ー

強度行動障害専門家チームを設置し、強度行動障
害者通所特別支援事業（県加算）を受ける生活介
護事業所に対して専門家チームを派遣し、行動障
害への対応スキルの向上を目的に助言等を実施し
た。

事業所において強度行動障害を有する者に対して支援
を行う上で、中心的な役割を果たす「中核的人材」を
配置するための、中核的人材養成研修の計画的な受講
を進める。また、難しい事案について「中核的人材」
に対して、指導助言が可能な高い専門を有する「広域
的支援人材」として、発達障害者支援ケアマネー
ジャーを活用し、環境調整を進めていく。

強度行動障害支援者養成研修 計159人 計247人 計341人 計307人

基礎研修修了者数：180人/年 108人 175人 216人 202人

実践研修修了者数：120人/年 51人 72人 125人 105人

1.発達障害者支援センターに
よるコンサルテーション：
750件

1,075件 809件 786件 693件

2.発達障害者ケアマネジメン
ト支援事業所による福祉圏域
関係機関へのコンサルテー
ション：2,000件

1,449件 1,848件 1,283件 1,379件

(エ)家族への支援の充実
ペアレントメンターの人数：
50名

14名 18名 25名 34名

発達支援センター連絡会で、各市町担当者にペア
レントメンターの推薦について協力の依頼・周知
を行った。今年度は９名の受講があった。受講者
は年々増えている。

引き続き、県発達障害者支援センターともペアレント
メンターの情報を共有し、市町を超えて活用できる体
制を検討していく。

(2)⑤高次脳機能障害の
ある人への支援の充実

(ア)圏域における支援体制
の充実

高次脳機能障害専門相談支援
員研修修了者数： 30名（累
積）

11名 29名 30名 31名

　平成27年度から実施の高次脳機能障害専門相談
支援員研修修了者は令和5年度末で200人となっ
た。受講者は累積90人で目標達成された。
　各圏域でネットワーク構築に向けた連絡会議を
実施できるよう進めてきている。関係する支援者
の高次脳機能障害への理解を深め、特性に応じた
リハビリテーションやサービスを受けながら地域
で受けられるように圏域の取組を強化する必要が
ある。

　全圏域で連絡調整会議を実施していく必要がある。
連絡調整会議構成所属や支援者に対しては、専門的な
アセスメントの支援や県における研修の受講勧奨や実
施をしていく必要がある。
　圏域ネットワークにおいては、当事者・家族だけで
なく支援者に対する支援体制の充実のために、地域の
課題に応じた体制の検討や研修の実施を推進する。

(2)②行動障害のある人
への支援の充実

(イ)支援人材の養成および
育成

(2)③発達障害のある人
への支援の充実

(ウ)支援にかかわる人材の
育成

引き続き、一次、二次、三次支援機関それぞれの果た
すべき役割の明確化と機能強化を図っていく。

関係機関へのコンサルテーションを継続すること
で、相談支援担当者のスキル向上が図られてい
る。

感染症対策担当課と連携し、事業所の職員に対
し、感染予防策の周知を図るとともに、感染症が
発生した施設へのクラスター班の派遣や緊急的な
物資の供給、掛かり増し経費の補助など、事業所
のコロナ対策を支援した。
障害のある人が在宅生活を継続できるよう、令和
５年度は３名の方に対し、延べ11日（73時間）、
必要な支援を実施した。

令和６年度からは障害者施設における感染管理リー
ダーといった人材育成や相談ネットワークの構築な
ど、施設内の感染対策を支援および推進していくため
のプラットフォーム（感染対策地域支援ネットワー
ク）を構築するとともに、引き続き、運営指導におい
て業務継続計画の有無等を確認する。

基礎研修修了者は目標を超える人数の受講者とす
ることができた。実践研修は目標に届くことがで
きなかったが、コロナ時よりも高い水準で実施で
きた。

引き続き、研修の周知に努め、強度行動障害がある者
への理解促進および地域の人材育成に寄与するよう努
める。

(1)④新型コロナウイル
ス等感染症への対策につ
いて
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項目 具体的取組 令和５年度目標・指標
令和２年
度実績

令和3年度
実績

令和４年
度実績

令和５年度
実績 主な実績・成果・評価 課題、今後の方向性

（１）重点的取組一覧

(2)⑦高齢障害者への支
援の充実

(イ)共生型サービスの普及
制度の普及と必要に応じた整
備を進める

ー ー ー ー
障害福祉の共生型サービスの事業所数が令和4年度
末から令和5度末時点で14→15事業所に増加させる
ことができた。

共生型サービスの事業所数を増加させるため、引き続
き、周知・啓発を図る。

(イ)ひきこもり支援セン
ターの強化

専門的助言等を行う機能の強
化

ー ー ー ー

ひきこもり支援専門家チームを設置し、事例検討
会や同行支援を通して、専門的助言を行うことに
より、ひきこもり支援体制の構築や支援者の資質
向上を図ることができた。

令和6年度より、滋賀県ひきこもり支援施策推進会議を
設置し、支援体制の整備やネットワークの充実等、総
合的な支援の在り方について検討し、さらなる連携強
化及び支援者の資質向上を目指す。

(エ)教育との連携強化
県と市町、福祉と教育の間の
情報共有等の仕組みを整える

ー ー ー ー
県内すべての市町において、県と市町・教育と福
祉の四者で協定を締結することができた。

協定の活用の実態を把握し、好事例を共有するなど、
活用の促進と中身の充実を図っていく。

(オ)精神障害のある人に関
する保健・医療サービスの
充実

ー ー ー ー

■依存症（アルコール依存
症・薬物依存症・ギャンブ
ル等依存症等）

ー ー ー ー

(4)①防災体制の充実
(イ)災害時要配慮者の避難
支援

要配慮者が災害時に速やかに
安否確認や避難できる体制の
確保

ー ー ー ー

・市町における個別避難計画作成を推進するため
に構築した『滋賀モデル』の横展開を行うため、
取組に重要な防災部局と保健・福祉部局の連携促
進につながる人材育成や市町向け研修会を実施す
ることが出来た。
・個別避難計画作成のキーパーソンとなる保健・
福祉専門職向けの研修動画を作成した。
・市町の福祉避難所の整備状況や課題の確認を
行った。

・保健・福祉専門職向けの研修動画を関係機関等と連
携して活用促進を図る。また、県庁内の防災と保健・
福祉の連携強化に努めていくとともに、引き続き市町
における福祉避難所の指定・確保、個別避難計画作成
を推進するために、伴走支援を行う。

(ア)相談支援専門員の養成
及び育成

計画相談支援等に主に従事す
る相談支援専門員数：336人

ー 318人 332人 173人

昨年度に引き続き、研修募集定員をコロナ前より
減らした数で実施したが、定員を超える応募があ
り、想定数よりも多い人数で研修を実施すること
ができた。

市町等から相談支援専門員のさらなる養成について要
望が寄せられており、研修の質を保ちながら、研修の
充実に努める。

強度行動障害支援者養成研修 計159人 計247人 計341人 計307人

基礎研修修了者数：180人/年 108人 175人 216人 202人

実践研修修了者数：120人/年 51人 72人 125人 105人

(ア)多様な人材層の参入促
進

支援人材の確保 ー ー ー ー

(ウ)職場定着支援および人
材育成

職場定着の促進 ー ー ー ー

　令和５年度に平成30年度からのアルコール健康
障害対策推進計画も含有した、ギャンブル依存
症、薬物依存症、その他の依存症を含む依存症総
合対策計画を策定した。
　依存症専門医療機関、依存症治療拠点機関につ
いては、引き続き、県立精神医療センターが核と
なり診療技術の向上や連携の構築に取り組んだ。

　依存症治療拠点は1か所であるが啓発等により新患が
増加することが予想されるため、治療拠点機関の充実
強化を図る必要がある。
　県民の利便性の向上を図るため、令和６年度から各
保健所も全ての依存症の相談窓口としたことから、保
健所の相談支援技術の向上を図ることが必要である。
　回復をし続けるために自助グループの役割は大き
く、協働した対策の推進が必要である。

令和4年度に続き、新たに事業所の処遇改善加算の
算定に必要な書類類の作成支援や障害福祉の仕事
の魅力発信動画を配信し、人材確保・定着に取り
組んだ。

処遇改善加算等取得促進事業を通じて、職員の待遇の
向上に寄与し、人材確保を促進させる。
引き続き職員の資質向上を押し進めると共に、資質向
上が職員のやりがいを創出させ、職場定着につなげる
ことが重要である。

基礎研修修了者は目標を超える人数の受講者とす
ることができた。実践研修は目標に届くことがで
きなかったが、コロナ時よりも高い水準で実施で
きた。

引き続き、研修の周知に努め、強度行動障害を有する
者への理解促進および地域の人材育成に寄与するよう
努める。

(5)②滋賀県介護・福祉
人材センター等による人
材の確保、育成、定着の
一体的な推進

(ウ)行動障害のある人への
支援人材の養成および育成
（再掲）

(5)①サービス提供に関
わる従事者への研修を通
じた実践者の育成

専門医療機関、依存症治療拠
点機関、相談拠点が機能強化
される

(2)⑨ひきこもり状態に
ある人への支援の充実

(3)①障害の状況に応じ
た専門的な医療の提供と
障害の特性に配慮された
診療体制の充実
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項目 具体的取組 令和５年度目標・指標
令和２年
度実績

令和3年度
実績

令和４年
度実績

令和５年度
実績 主な実績・成果・評価 課題、今後の方向性

（１）重点的取組一覧

３．ともに育ち・学ぶ

(ア)サービス提供体制の整
備促進

重心・医ケア児を支援する児
童発達支援および放課後等デ
イサービス事業所について、
各市町または各福祉圏域にお
いて１カ所以上確保

ー ー ー ー
令和５年度時点では、重心向け児童発達支援事業
所を３圏域　７事業所、重心向け放課後等デイ
サービス事業所を５圏域　17事業所確保できた。

湖北・高島圏域への重度心身障害児に対応する事業所
が確保されておらず、各圏域に１か所以上確保する。

(イ)市町等における関係機
関の協議の場の設置および
コーディネート機能の確保

各市町または各福祉圏域に医
療的ケア児等に関するコー
ディネーター研修修了者を中
心とした体制を整備

ー ー ー ー

医療的ケア児者支援コーディネーター養成研修を
実施するとともに、研修受講者の配置機関の一覧
を公開し、地域における支援体制の充実に取り組
んだ。

滋賀県重症心身障害児者・医療的ケア児者支援セン
ターの機能として、コーディネーター養成研修修了者
の圏域ごとの運用状況の把握と検討、各市町による
コーディネーター養成研修修了者活用、役割整理の働
きかけならびに同修了者の名簿掲載および情報提供を
継続する。

(1)③ライフステージに
応じた切れ目のない支援
の強化

(イ)福祉等関係機関と教育
機関との連携

個別の指導計画・個別の教育
支援計画を活用した支援の充
実と、各段階における教育の
支援体制の整備

ー ー ー ー

(2)①切れ目のない指
導・支援

(ア)個別の指導計画・個別
の教育支援計画の活用

個別の指導計画、個別の教育
支援計画の作成率：共に
100％

小99.0、
90.4

中98.1、
89.9

高95.4、
83.2

小99.9、
95.4

中99.6、
95.2

高92.7、
80.3

小100、
98.2

中100、
98.7

高88.9、
88.0

小99.9、
99.4

中100、
99.6

高94.2、
95.8

(3)①教育と福祉の連携
推進

(ア)教育委員会と福祉部
局、学校と障害児通所事業
所等との関係構築の「場」
の設置

教育と福祉の連携の推進を図
る

ー ー ー ー

・小中学校・高等学校特別支援教育コーディネー
ター研修において、福祉関係機関等からも参加い
ただく研修を設定し、福祉分野との連携強化を
図っている。
・障害児通所事業所等が学校を訪問し対象児童生
徒の様子を見学したり教員と懇談したりして、指
導支援の方法を共有するなど連携を深めている。

・小中学校・高等学校特別支援教育コーディネーター
研修における福祉分野との連携強化の場を引き続き設
け、福祉分野等とのさらなる連携を図る。
・学校と障害児通所事業所等との関係は構築されてき
ている。今後も両者の連携を深めるための継続的な取
組が必要である。

・どの校種においても、個別の指導計画、個別の
教育支援計画の作成率は高いものとなってきてい
る。小学校では目標値を達成してはいないものの
どちらも99％以上。中学校では個別の指導計画の
作成率は目標値である100％を達成、個別の教育支
援計画についても99.6％と上昇。高等学校におい
ても両計画の作成率は上がり、特に個別の教育支
援計画については前年度より7.8ポイント上昇し
た。
・特別支援教育の視点に立った「個別最適な学
び」推進事業では、令和４年度の研究モデル地域
での実践において効果のあった取組事例等につい
て情報発信したり、好事例等を掲載したヒント集
を作成・配布したりして、市町各校への啓発・普
及を図った。

・研修会や、市町教育委員会や学校訪問等の機会を捉
え、両計画の意義や活用、特別支援教育推進体制の充
実について引き続き周知を図るとともに、今後は活用
率の上昇を新たに目標とし取組を進めていく。
・特別支援教育の視点に立った「個別最適な学び」推
進事業により、市町の研修等に発達障害支援アドバイ
ザーを派遣し、効果的な指導実践について啓発・普及
するとともに、ワークショップを開催し、市町各校へ
の普及を図る。
・高等学校においては「高等学校特別支援教育体制整
備事業」を新たに開始し、高等養護学校と高等学校の
連携による支援体制の強化を図る。

(1)②重症心身障害児や
医療的ケア児、難聴児に
対する支援体制の強化
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項目 具体的取組 令和５年度目標・指標
令和２年
度実績

令和3年度
実績

令和４年
度実績

令和５年度
実績 主な実績・成果・評価 課題、今後の方向性

（１）重点的取組一覧

４．ともに働く

(1)②雇用の場の確保お
よび拡大

(ア)雇用の場の確保
職場開拓による雇用の場の充
実

ー ー ー ー

障害者働き・暮らし応援センター事業により職場
開拓員を配置し、地域の企業を訪問する等、障害
者雇用にかかる意向を把握するとともに、障害者
のニーズにあった就業の場を開拓した。また、県
内企業の障害者雇用を推進するため、障害者雇用
促進・定着促進セミナーを実施した。

令和５年６月1日現在における県内の障害者雇用状況
は、民間企業の実雇用率が2.52％、法定雇用率達成企
業割合が59.2%といずれも全国平均を上回っているが、
約4割の企業で法定雇用率が達成できていない。加え
て、令和6年4月から法定雇用率が2.5％に引き上げら
れ、対象事業主の範囲も40.0人以上となるため、企業
に対する職場開拓を一層推進していく。

(1)③就労移行支援と職
場定着支援の充実

(ア)就労支援を行う職員の
意識及び支援技術の向上

就労支援人材の専門性向上 ー ー ー ー

就労移行支援事業所等の職員に対し就労アセスメ
ント手法研修や企業実習等を実施し、企業の求め
る人材ニーズや雇用現場の環境等の状況等を実践
的に学むことにより、一般企業等への就職に向け
た支援および職場開拓が適切に行える職員の育成
を行った。

就労移行支援事業所等の職員に向けた研修を引き続き
実施するとともに、新たに始まる就労選択支援事業の
目的を各圏域の関係機関が適切に理解し有効に活用で
きるよう、企業・福祉・教育・行政等の関係機関によ
る協議会の場等を活用し、就労選択支援事業に関する
説明および各圏域の現状や課題を共有・把握すること
で、支援体制の充実に向けた各圏域での検討を促して
いく。

(1)③就労移行支援と職
場定着支援の充実

(エ)就労が定着するための
支援

福祉施設から一般就労に移行
する者のうち、就労定着支援
事業を利用する割合：70％

38.20% 36.70% 37.50%

R3年度に「障害者の就労定着に関する現状と課
題、今後の方向性」としてとりまとめた報告書を
用いて関係機関の適切な役割分担や就労定着支援
を含む就労支援の本来の流れの説明を行うほか、
令和７年度10月から始まる就労選択支援の目的等
の説明を行い、各圏域に合わせた関係機関の連携
のあり方等についての検討を促した。

就労選択支援の開始に向けて、関係機関が本サービス
の目的を理解し適切な連携のもと活用できるよう、引
き続き各圏域に対して地域に合わせた連携のあり方等
について検討を促していく。
また、企業・福祉・教育・行政等の関係機関による協
議の場等を活用し就労定着の促進に向けた現状や課題
の共有を引き続き実施していく。

(ア)就労支援技術向上およ
び事業経営ノウハウ獲得等
の支援

ー ー ー ー

(イ)障害福祉就労施設等へ
の発注促進

11.5% 11.8% 16% 集計中

(4)①働き・暮らし応援
センター等をはじめとす
る就労・生活支援ネット
ワークの充実

(ア)地域における就労支援
システムの充実

地域における支援体制の充実 ー ー ー ー

障害者の就労については、国と県で支援する就労
および生活支援を行う「障害者就業・生活支援セ
ンター事業」と、県と市町で支援する職場開拓お
よび定着支援を行う「働き・暮らし応援センター
事業」を併せて行うことで、一体的な支援を効果
的に実施している。
令和３年度に「障害者の就労定着に関する現状と
課題、今後の方向性」と題してとりまとめた報告
書や、令和７年10月から始まる就労選択支援事業
の目的等の説明を行い、各圏域にあった関係機関
の連携のあり方等についての検討を促した。

令和７年10月より、就労アセスメントの手法を活用
し、本人の希望や就労能力等に合った選択を支援する
新たなサービス(就労選択支援)が開始される。各圏域
の関係機関が本サービスの目的を適切に理解し有効に
活用できるよう、企業・福祉・教育・行政等の関係機
関による協議の場において、本サービスの制度内容お
よび目的を説明し、支援体制の充実に向けた各圏域で
の検討を促していく。

(2)②就労収入の向上

障害福祉サービス事業所における仕事おこし事業
等により、就労支援事業所等にアドバイザーを派
遣し、経営や業務の改善指導などを行うととも
に、農福連携に取り組む事業所の支援を実施し、
就労収入の向上を図った。

就労継続支援Ｂ型事業所の利用者の平均工賃が３万円
以上の事業所の割合は、新型コロナウイルス感染症の
影響により減少した令和２年度以降毎年度増加してい
るものの、目標の30％を達成できていないことから、
引き続き、業務改善支援、販路開拓支援等を行う必要
がある。

平均工賃月額30,000円以上の
就労継続支援B型事業所の全
体に占める割合：30％
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項目 具体的取組 令和５年度目標・指標
令和２年
度実績

令和3年度
実績

令和４年
度実績

令和５年度
実績 主な実績・成果・評価 課題、今後の方向性

（１）重点的取組一覧

５．ともに活動する

障害者スポーツ県大会の参加
人数

人：1,000人以上／年

障害者アート公募展の応募者
数：

300人／年

(1)③障害のある人の読
書活動の推進

(ア)読書におけるバリアフ
リーの推進

「読書バリアフリー法」に基
づいた県計画の策定

ー 策定済 策定済 策定済

計画に基づき、令和5年度は次の取組を実施した。
・特別支援学校、関係福祉団体等の視察訪問（25
か所）
・ボランティア向け研修会の実施（参加者62名）
・普及啓発展示、チラシの配布

計画に基づいた取組を進める。

(3)①障害のある人の本
人活動や交流への支援

(ア)本人活動の支援 ピアサポート活動の充実 14人 18人 25人 34人

発達支援センター連絡会で、各市町担当者にペア
レントメンターの推薦について協力の依頼・周知
を行った。市町のペアレントメンターの情報を県
発達障害者支援センターとも共有することで、市
町を超えてペアレントメンターを活用することが
少しずつできつつある。

市町によりペアレントメンターの活用に温度差がみら
れるので、活用事例を具体的に示し、好事例を共有す
ることで市町間の格差をなくしていく。

(1)②障害のある人の文
化・芸術活動の推進

(イ)造形活動への参加促進
と発表機会の充実

285点の応募のうち97点を展示し、2,111人の入場
者があった。

562人 581人ー 682人

285人268人 319人 291人
巡回展を様々な場所で開催することで、来場者の増加
や障害者アート公募展の周知を図る。

　可能な範囲で「わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ
2025」の競技会場を使用して大会を開催した。全
国大会選考会では、多くの競技で参加者が増加
し、全体として前年度に比べ１割以上増加した。

「わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ2025」に向け、個人競
技・団体競技合わせて300人以上の滋賀大会強化指定選
手を指定し、強化活動に取り組んでいく。

(1)①障害のある人のス
ポーツの推進

(ア) 第79回国民スポーツ
大会・第24回全国障害者ス
ポーツ大会の開催へ向けた
環境整備等
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目標
令和元年
度実績

令和２年
度実績

令和３年
度実績

令和４年
度実績

令和５年
度実績

備考 主な実績・成果・評価 課題と対応

＜R５年度目標＞ 新規項目

50回／年 重点的取組

＜R８年度目標＞
7市で整備

済み

未設置の全市町への働きかけ

（毎年度）

＜R８年度目標＞

毎年度１回

＜R５年度目標＞ 新規項目

150人 24人 41人 60人 重点的取組

（R3～R5年度累積） （累積） （累積） （累積）

＜R８年度目標＞

12,400回／年

＜R８年度目標＞

440件／年

＜R８年度目標＞

2,210人／年

＜R５年度目標＞

100%

鉄道事業者および市町が実施する鉄道駅
のバリアフリー化等に対して費用の一部
を補助することにより、県内鉄道駅のバ
リアフリー化に寄与した。
※実績増の要因は未整備駅の一部が乗降
客数３千人を下回ったため。

引き続き意思疎通支援者の養成等を進めるととも
に、様々な意思疎通支援の周知啓発に努める。

件数は少なくなってきているものの、ス
マホやパソコン関係の相談内容が突出し
て多い状況は変わらず続いている。

スマホやＰＣの利用がより増えていくことが考えら
れ、その際も対応できるよう状況の把握に努める。

新型コロナウイルス感染症の影響で利用
者数の減少があったものの、令和４年度
に回復傾向となり、令和５年度はコロナ
以前以上となった。

ＩＴサロンの利用について周知を図るとともに、Ｉ
Ｔサロンの役割の再検討等によりＩＴ機器の利用の
促進に努める。

県内鉄軌道駅のバリアフリー化を促進するため、鉄
軌道駅に関する段差の解消等にかかる施設整備費用
を継続的に支援していく必要がある。

（２）第４次障害者計画に係る目標一覧

42回
令和５年度はコロナの影響が少なくな
り、前年度に比べて出前講座実施回数を
増やすことができた。

圏域ごとに県（健康福祉事務所を含
む）、市町担当者、アドボケーターが参
加する圏域情報交換会を実施するなどし
て連携した体制強化に努めた。　差別解
消支援地域協議会未設置の市町に対する
働きかけも引き続き行った。

令和３年度から新たに実施した研修であ
り、令和３年度に26名、令和４年度に15
名、令和５年度に19名が受講した。
無事に研修を実施することができた。

引き続き、研修の周知に努め、相談支援専門員への
理解促進および障害のある当事者の意思決定支援の
充実に努める。

令和２年度は新型コロナウイルス感染症

の影響で落ち込んだが、令和３年度から
３年連続増加し、令和５年度はコロナ前
である令和元年度を上回った。

指　標

差別解消に関する講座の実施

障害者差別解消法に基づく障害者
差別解消支援地域協議会未設置の
市町に対する働きかけの実施

駅のバリアフリー化率（乗客１日
３千人以上）

重点的取組

1,281人

88.9%

手話通訳者、要約筆記者、盲ろう
者向け通訳・介助員派遣回数

－

視覚障害者IT相談支援件数

新規項目

地域アドボケーター、市町担当
者、県による圏域ごとの情報交換
会の実施

新規項目年１回

―

年１回

90.50%

44回

年１回

―

新規項目

共生のまちづくり

令和６年４月１日に施行された差別解消法の改正も
踏まえ、幅広い層への周知が必要であることから、
企業等に研修に取り入れていただくよう働きかけを
強化するとともにｗｅｂを利用した啓発を実施して
いく。
県、当事者に一番身近な市町担当職員とアドボケー
ターとの連携を密にするため、引き続き情報交換会
を実施していく。

66回／年

7,540回

988人

6,290回8,810回

51回

年0回

7,910回

592件

90.50%

742件

88.9%

687件351件

1,592人

意思決定支援に関する研修修了者
数

ITサロン利用者数 新規項目1726人

95.00%

1311人

549件

9,427回

61回

年0回
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目標
令和元年
度実績

令和２年
度実績

令和３年
度実績

令和４年
度実績

令和５年
度実績

備考 主な実績・成果・評価 課題と対応

（２）第４次障害者計画に係る目標一覧

指　標

＜R８年度目標＞

100%

＜令和５年度目標＞

基礎：180人／年 137人 108人 175人 216人 202人

実践：120人／年 112人 51人 72人 125人 105人

＜R５年度目標＞

30人 19人 11人 29人 30人 31人

（R3～R5年度累積）

＜R５年度目標＞

210名／年 98名 255名 267名 259名 310名

180名／年 288名 120名 63名 85名 264名

＜R５年度目標＞

570名／年 1,053名 104名 848名 1,205名 1,018名

910名／年 677名 65名 84名 173名 182名

＜R５年度目標＞

各二次保健医療圏域
に １か所以上整備

６/ ７圏域 ６/ ７圏域 ６/ ７圏域 ６/ ７圏域 ６/ ７圏域

＜R５年度目標＞
＜H29年
度実績＞
42診療所 54診療所 23診療所

71施設 80施設 74施設 94施設

 平成27年度から実施の高次脳機能障害
専門相談支援員研修修了者は令和5年度
末で200人となった。受講者は累積90人
で目標達成された。
 各圏域でネットワーク構築に向けた連
絡会議を実施できるよう進めてきてい
る。関係する支援者の高次脳機能障害へ
の理解を深め、特性に応じたリハビリ
テーションやサービスを受けながら地域
で受けられるように圏域の取組を強化す
る必要がある。

 全圏域で連絡調整会議を実施していく必要があ
る。連絡調整会議構成所属や支援者に対しては、専
門的なアセスメントの支援や県における研修の受講
勧奨や実施をしていく必要がある。
　圏域ネットワークにおいては、当事者・家族だけ
でなく支援者に対する支援体制の充実のために、地
域の課題に応じた体制の検討や研修の実施を推進す
る。

ともに暮らす

各保健所や関係機関の研修会テーマが重ならないよ
うに連携・調整していく必要がある。業務の合間を
縫って調整しやすいような開催について今後も検討
していく必要がある。

　可能な範囲で「わたＳＨＩＧＡ輝く障
スポ2025」の競技会場を使用して大会を
開催した。全国大会選考会では、多くの
競技で参加者が増加し、全体として前年
度に比べ１割以上増加した。

自己評価を実施することによる、具体的な効果など
を周知していく。また、令和5年度数値が減少した
ため、令和5年度については、継続的に自己評価の
実施を呼びかけ、令和4年度実績よりも増を目指
す。

基礎研修修了者は目標を超える人数の受
講者とすることができた。実践研修は目
標に届くことができなかったが、コロナ
時よりも高い水準で実施できた。

引き続き、研修の周知に努め、強度行動障害を有す
る者への理解促進および地域の人材育成に寄与する
よう努める。

① 難病相談支援センター実施講
演会等

整備の進んでいない圏域の医療機関に働きかける必
要がある。また、小児在宅医療整備事業においてレ
スパイト受け入れを行っている医療機関、事業所の
情報共有を行うとともに、医療型短期入所開設促進
事業（障害福祉課所管）の取組と連携していく必要
がある。

重点的取組

協議会主催のネットワーク研修会では、
前年度の受講者の声を基にテーマを決定
したことで、参加者増となった。また、
オンライン形式で実施することで業務の
調整により参加しやすかったことも考え
られる。

小児在宅医療体制整備事業（びわこ学園委
託）において、医療的ケアに関わる人材育
成、連携体制の構築を推進しているところ。
小児対応可能な事業所数は減少しているが、
減少要因については今後検証していく。

引き続き小児在宅医療整備事業を推進し、小児在宅
医療のシステム作りや小児在宅医療を担う人材育成
に取り組んでいく。

新型コロナウイルス感染症が5類へ移行
したことで、少しずつ講演会や交流会を
開催することができた。講演会について
は、ハイブリッド開催により遠方でも参
加しやすいように工夫された。

実施内容によりオンライン開催や集合型開催などを
開催方法を検討し、参加しやすい講演会の実施に努
める。また実施内容や時期などが重ならないように
関係機関の連携・調整に努める。就労している患者
家族のために、オンデマンド配信も検討していく必
要がある。

R3,4は新型コロナウイルス感染症により
レスパイト受け入れが制限されていた
が、R5年度は利用者数、利用日数ともに
回復しつつある。新たな受け入れ先の整
備には至らなかった。

67.3% 57.7%

② 保健所実施研修

難病患者および家族向け講演会・
交流会受講者数

強度行動障害支援者養成研修修了
者数

65.0% 64.0%

難病患者支援従事者向け研修受講
者数

① 難病医療連携協議会実施研修

高次脳機能障害専門相談支援員研
修修了者数

各二次保健医療圏域
に 現在数以上整備

医療的ケア児者のレスパイト入院
受入れ可能病院 および医療型短
期入所可能事業所

保健医療
計画

医療的ケア児者への訪問診療可能
な診療所 保健医療

計画
小児在宅支援の受入れ可能な訪問
看護ステーション

保健医療
計画

② 保健所実施講演会等

保健医療
計画

－

重点的取組

障害福祉サービス事業所等のサー
ビス自己評価実施率

55.7%
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目標
令和元年
度実績

令和２年
度実績

令和３年
度実績

令和４年
度実績

令和５年
度実績

備考 主な実績・成果・評価 課題と対応

（２）第４次障害者計画に係る目標一覧

指　標

＜R５年度目標＞
100%

＜R５年度目標＞
100%

＜R５年度目標＞
100%

＜R５年度目標＞
100%

＜R５年度目標＞
100%

＜R５年度目標＞
100%

＜R５年度目標＞

35件／年

＜R８年度目標＞

10,000人／年

＜R８年度目標＞

4,300人／年

＜R８年度目標＞

70%

＜R５年度目標＞

30%

83.20%

98.1%

95.4%

90.40%

89.90%

99.9%

ともに学び・育つ

滋賀県基
本構想実
施計画

67件

8,468人

11.8%

3,314人

第３期滋
賀県教育
振興基本
計画

農福連携に関する様々な取組が展開され
たことで、令和５年度末には令和４年度
から13件の増となる89件の実績であった
ことから、農福連携への理解が拡大して
いるものと捉えている。

農福連携への理解や活用について、福祉分野では定着が見
られるようになったが、農業分野ではまだまだ十分ではな
いと考えられることから、障害を持つ人の特性や農業・農
作業に対する農業分野・福祉分野の相互理解についてお互
いの顔が見える形で促進を図る活動を進めていく。

障害福祉サービス事業所における仕事お
こし事業等により、就労支援事業所等に
アドバイザーを派遣し、経営や業務の改
善指導などを行うとともに、農福連携に
取り組む事業所の支援を実施し、就労収
入の向上を図った。

就労継続支援Ｂ型事業所の利用者の平均工賃が３万
円以上の事業所の割合は、新型コロナウイルス感染
症の影響により減少した令和２年度以降毎年度増加
しているものの、目標の30％を達成できていないこ
とから、引き続き、業務改善支援、販路開拓支援等
を行う必要がある。

法定雇用率達成企業割合は59.2%と全国
平均の50.1％を上回ることができてい
る。

令和５年６月１日現在における県内の障害者雇用状況は、
民間企業の実雇用率が2.52％、法定雇用率達成企業の割合
が59.2％と、いずれも全国平均を上回っているが、4割近
くの企業で法定雇用率が達成できていないことから、企業
に対する職場開拓を一層推進していく。

障害者の就労については、国と県で支援
する就労および生活支援を行う「障害者
就業・生活支援センター事業」と、県と
市町で支援する職場開拓および定着支援
を行う「働き・暮らし応援センター事
業」を併せて行うことで、一体的な支援
を効果的に実施している。

令和３年度にとりまとめた「障害者の就労定着に関
する現状と課題、今後の方向性」において、関係機
関の役割分担や働き・暮らし応援センターのマンパ
ワー不足などの課題が挙げられており、地域におけ
る支援体制の充実に向け、各圏域において関係機関
の適切な役割等の整理を行うなどの検討を促してい
く必要がある。

令和３年度にとりまとめた「障害者の就
労定着に関する現状と課題、今後の方向
性」において、一般就労した障害者の社
会人としてのマナーや生活面の問題が課
題としてあがっていたことから、社会人
としての心構えや生活リズム、健康管理
等について学ぶ研修会を実施するととも
に、横のつながりを築き、職場での悩み
などを話し合う交流会を開催した。

令和３年度にとりまとめた「障害者の就労定着に関
する現状と課題、今後の方向性」において、挙げら
れた９つの課題について、ひとつずつ対応していく
必要がある。

11.5%

・どの校種においても両計画の意義の理解、作成体
制の構築が進んできたと考えられる。
・今後も引き続き県主催の研修会の他、市町教育委
員会や学校への訪問において両計画の意義や特別支
援教育推進体制を確認し、作成状況を引き続き把握
するとともに、活用率の上昇を新たな目標とし、さ
らなる推進・充実および啓発を図っていく。また、
教員の特別支援教育の専門性の向上を図りながら、
障害のある児童生徒への支援体制の充実を図る。

100.0%

100.0%

88.9%

98.2%

98.7%

88.0%

99.0%97.10%

41件20件

97.10%

小

95.4%

農業と福祉との連携による新たな
取組件数

92.7%

99.6%中

高

「個別の教
育支援計
画」を作成
している児
童生徒の割
合

小

95.2%

80.3%

91.20%

87.50%

84.50%

79.10%

「個別の指
導計画」を
作成してい
る児童生徒
の割合

ともに働く

・いずれの校種においても、個別の指導
計画、個別の教育支援計画の作成率は高
いものとなってきている。小学校では目
標値を達成してはいないもののどちらも
99％以上。中学校では個別の指導計画の
作成率は目標値である100％を達成、個
別の教育支援計画についても99.6％と上
昇。高等学校においても両計画の作成率
は上がり、特に個別の教育支援計画につ
いては前年度より7.8ポイント上昇し
た。

第３期滋
賀県教育
振興基本
計画

中

高

－

働き・暮らし応援センターで支援
する在職者数

－

法定雇用率達成企業割合 －

7,871人

3,245人

56.2%

7,619人

3,102人

55.70%

12.80%

54.0%

県内のハローワーク登録者のう
ち、就業中の障害者の数

平均工賃の月額が30,000円以上の
就労継続支援B型事業所の全体に
占める割合

76件

8,830人

3,553人

58.6%

99.9%

100.0%

99.4%

94.2%

99.6%

95.8%

16.0%

89件

3,671人

集計中

9,059人

59.2%

重点的取組
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目標
令和元年
度実績

令和２年
度実績

令和３年
度実績

令和４年
度実績

令和５年
度実績

備考 主な実績・成果・評価 課題と対応

（２）第４次障害者計画に係る目標一覧

指　標

＜R４年度目標＞

1,000人以上／年

＜R８年度目標＞

300人／年

ともに活動する

障害者スポーツ県大会の参加人数
第2期滋賀県
スポーツ推
進計画

障害者アート公募展への応募者数 －

-

268人247人

708人

319人 291人

581人562人

285人

682人

　可能な範囲で「わたＳＨＩＧＡ輝く障
スポ2025」の競技会場を使用して大会を
開催した。全国大会選考会では、多くの
競技で参加者が増加し、全体として前年
度に比べ１割以上増加した。

「わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ2025」に向け、個人競
技・団体競技合わせて300人以上の滋賀大会強化指
定選手を指定し、強化活動に取り組んでいく。

285点のうち97点を展示し、前年より168
人多い2111人の入場者があった。

巡回展を様々な場所で開催することで、来場者の増
加や障害者アート公募展の周知を図る。
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令和２年度
実績

令和３年度
実績

令和４年度
実績

令和５年度
実績

令和５年度目標 備　考 主な実績・成果・評価 課題と対応

49人

(R３年度～

R５年度の累積)

②県内障害者支援施設における入所定員
数（県立施設を除く）

989人 979人 979人 979人 999人

※県外施設入所
者や在宅生活困
難者の受入れを
行えるよう、H29
年時の定員数を
維持

６人 １人 ３人 ２人 15人 県独自項目

（H30年度〜R
２年度の移行
者数累積）

R3年度実績 R4年度実績 R5年度実績 (R３年度～R5年度の累積)
※市町における
目標人数の総数

※R元年度末の県
外入所者の実人
数：166人

①精神障害者の精神病床から退院後一年
以内の地域における平均生活日数

315日
(H28年度実績)

331日
(H30年度実績)

329.8日
（R2年度実績）

316日 新規項目

②精神病床における65歳以上の1年以上長
期入院患者数

811人 792人 763人 711人 749人 －

③精神病床における65歳未満の1年以上長
期入院患者数

331人 331人 306人 290人 292人 －

72% 72% 69% 72%

(H29年度実績) (H29年度実績) (H30年度実績) （R2年度実績）

88% 88% 84% 86%

(H29年度実績) (H29年度実績) (H30年度実績) （R2年度実績）

93% 93% 90% 93%

(H29年度実績) (H29年度実績) (H30年度実績) （R2年度実績）

５（圏域３、
市町２）

８（圏域３、
市町５）

８（圏域３、市
町５）

９（圏域４、市
町５）

各市町または各圏域に少
なくとも１つ確保する。

整備済み 整備済み 整備済み 整備済み

確保済みの場合は機能の
充実のため、年１回以上
運用状況を検証及び検討
する。

152人 161人 181人 207人 全体：215人

89人 98人 111人 130人 就労移行支援：103人

12人 20人 17人 22人 就労継続支援A型：33人

30人 33人 40人 45人 就労継続支援B型：63人

②福祉施設から一般就労に移行する者の
うち、就労定着支援事業を利用する割合

― 38.20% 36.70% 37.50% 70% 新規項目

③就労定着支援事業所ごとの就労定着率（過去
三年間の就労定着支援の総利用者数の内前年度
末時点の就労定着者数の割合）

72.20% 83.33% 80.00%
R５年度における就労定着
率が８割以上の事業所を
７割以上とする

新規項目

・モデル事業に実施により明らかになっ
た課題等について、国への制度提案を行
うとともに、他圏域への展開に向けた検
討を行い、地域生活の実現に取り組む。

取組を継続して実施する。

引き続き、拠点整備に係る好事例等の情
報提供に努め、全県において拠点整備を
進める。

今後も障害者の一般就労や職場定着を一
層促進するために障害者本人や事業主へ
の支援が必要であることから、就労支援
を行う職員に対する就労アセスメント手
法に関する研修および企業等へ就職する
障害者本人に対する入職前研修、企業・
福祉・教育・行政等の関係機関による就
労定着の促進に向けた協議の場の開催等
を引き続き実施していく。

・モデル事業を活用し、地域
移行のための体験利用機会を
確保することができた。
・施設整備補助金の利用によ
りGHを新規創設し、県内地域
における生活する場の整備を
進めることができた。

各保健医療圏にアドバイザー
を設置し体制整備を行うとと
もに、精神障害に係る協議の
場の開催や人材育成研修、精
神障害者ピアサポート事業、
不動産関係者等に対して精神
障害についての正しい理解促
進の取組が実施できた。

各地域での拠点確保のため、
各市町や地域自立支援協議会
において検討・尽力されてき
た結果、拠点整備率の全国平
均を上回る形で進めることが
できた。

障害福祉サービス事業所から
一般就労した障害者は令和５
年度207人と令和４年度実績を
上回っているものの、目標を
達成できていない。
 福祉施設から一般就労に移行
する者のうち、就労定着支援
事業を利用する割合は37.5％
と目標を達成できていない
が、就労定着率は80.00％と目
標である7割以上を達成してい
る。

－

（３）第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画に係る目標一覧

19人

89% －

⑥精神科入院後1年時点の退院率 94% －

項　目

１ 福祉施設
の入所者の
地域生活へ
の移行

－

⑤精神科入院後6か月時点の退院率

※市町におけ
る目標人数の
総数

－

③県外福祉施設入所者のうち、県内での
生活を実現する者の人数

７人 ３人 ５人

２ 精神障害
にも対応し
た地域包括
ケアシステ
ムの構築 ④精神科入院後3か月時点の退院率 73%

４ 福 祉 施
設から一般
就労への移
行等

①福祉施設利用者のうち、就労移行支援
事業等（生活介護、自立訓練、就労移行
支援、就労継続支援を行う事業をい
う。）を通じて、令和５年度中に一般就
労に移行する者

３　地域生活支援拠点等が有する機能の充実

①福祉施設入所者のうち、地域生活に移
行する者の人数

- 11 -



令和２年度
実績

令和３年度
実績

令和４年度
実績

令和５年度
実績

令和５年度目標 備　考 主な実績・成果・評価 課題と対応

（３）第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画に係る目標一覧

項　目

①重層的な地域支援体制の構築を目指す
ための児童発達支援センターの設置

５圏域におい
て11か所の整

備済

７圏域におい
て14か所の整

備済

７圏域において
14か所の整備済

７圏域において
15か所の整備済

児童発達支援センターも
しくは児童発達支援を中
心とした各事業所の連携
による同等の機能につい
て各市町または各福祉圏
域に１カ所以上整備

―
各市町が運営する、児童発達
支援センターへの運営支援等
を実施した。

小児保健医療センター療育部による巡回
支援や、人員の加配に対する補助事業な

どの支援を継続して行っていく。

②保育所等訪問支援を利用できる体制の
構築

６圏域におい
て22か所の整

備済

７圏域におい
て24か所の整

備済

７圏域において
26か所の整備済

７圏域において
31か所の整備済

全市町で保育所等訪問支
援を利用できる体制を構
築

―
圏域単位では、全ての圏域で
事業所が運営されている。

プランの目標達成に向けて、未設置の市
町での開設を促す。

③難聴児支援のための中核的機能を有す
る体制の構築

― ― ― ―

児童発達支援センター等
と県立聾話学校や小児保
健を担当する医療機関等
との連携を促進し、難聴
児支援のため体制を確保
に向けた取組を進める。

新規項目 関係課において協議を実施。
関係機関の連携と役割分担について協議
を行って進めていく必要がある。

④重症心身障害児を支援する児童発達支
援事業所および放課後等デイサービス事
業所の確保

５圏域におい
て19か所の整

備済

５圏域におい
て19か所の整
備済

５圏域において
18か所の整備済

５圏域において
19か所の整備済

各市町または各圏域に少
なくとも１カ所以上確保

―
事業所数は横ばいの状況であ
り、特に県北部での事業所が
ない状況。

県北部での事業実施に向けた取組を進め
る必要がある

⑤医療的ケア児支援のための関係機関の
協議の場の設置

6圏域で設置 7圏域で設置 7圏域で設置
各市町または各福祉圏域
に少なくとも一つ設置

―

・県内すべての圏域で医療的
ケア児支援のための協議の場
が設置され、運用されてい
る。

滋賀県重症心身障害児者・医療的ケア児
者支援センターの機能として、今後もセ
ンターとの連携体制を確保し、継続して
支援体制を整備していく。

⑥医療的ケア児等の家庭からの相談等に
適切に対応できる体制の整備

研修受講者99
名
コーディネー
ター養成研修
修了者21名

研修受講者329
名
コーディネー
ター養成研修修
了者21名

研修受講者411
名
コーディネー
ター養成研修修
了者19名

各市町または各福祉圏域
に医療的ケア児等に関す
るコーディネーター研修
修了者を中心とした体制
を整備

新規項目

・医療的ケア児者支援コー
ディネーター養成について
は、継続して実施し、新規修
了者を確保している。
・各市町における医療的ケア
児等コーディネーターの活用
や役割の認識については、差
がみられる。

・コーディネーター養成研修修了者の圏
域ごとの運用状況の把握と検討
・各市町によるコーディネーター養成研
修修了者活用、役割整理の働きかけ
・同修了者の名簿掲載および情報提供
を継続する。

①総合的・専門的な相談支援の実施およ
び地域の相談支援体制を強化する体制

ー 14市町 16市町 16市町
各市町または各福祉圏域
において、体制を確保

新規項目

相談支援事業所数の増加に伴
い、より身近な地域での相談
支援体制整備を進めることが
できた。

障害児（者）の希望とそれぞれのライフ
ステージに応じた地域生活を支援するた
め、相談支援の充実を図るため、令和6年
度報酬改定に伴う機能強化型サービス利
用の高い要件取得促進等を市町を通じて
展開していきたい。

新規項目

県独自項目

ー 14市町 16市町 16市町
サービスの質の向上を図
るための取組に係る体制
を各市町において構築

新規項目

障害福祉サービス等に係る各
種研修の活用：16市町
障害者自立支援審査支払等シ
ステムによる審査結果の共
有：11市町

市町職員に対し障害福祉サービス等に関
する研修等の受講を推進していくと共
に、県からも情報提供を実施していく。

39人17人

市町等から相談支援専門員のさらなる養
成について要望が寄せられており、研修
の質を保ちながら、研修の充実に努め
る。対象者が減ることが予想され、近隣
府県との合同実施も検討する必要が考え
られる。

研修を実施することができ
た。

ー 32人

７ 障害福祉サービス等の質を向上させる取組を実施す
る体制を構築

５ 障 害 児
支援の提供
体制の整備

６ 相 談 支
援体制の充
実・強化

②主任相談支援専門員の配置 34人
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
実績 実績 実績 実績 見込 見込 見込

①就労移行支援事業および就労継続
支援事業の利用者の一般就労への移
行者数

131人 151人 168人 197人 178人 189人 199人
R元年度実績：
156人

②障害者に対する職業訓練の受講者
数

２人 18人 17人 15人 95人 100人 105人
R元年度実績：
３人

③福祉施設から公共職業安定所へ誘
導する福祉施設利用者数

242人 368人 375人 280人 277人 294人 310人
R元年度実績：
244人

R元年度実績
119人
※就労定着支援等
の利用を希望しな
い者など等を想定

⑤公共職業安定所の支援を受けて就
職する者の数

53人 63人 106人 135人 68人 69人 70人
R元年度実績：
66人
※市町計画の積み上

３回 ２回 ２回 ２回
全体会２回/
年

全体会２回/
年

全体会２回/
年

なし ５回 ３回 なし
※上記と別に
検討部会を実
施

※上記と別に
検討部会を実
施

※上記と別に
検討部会を実
施

885人 787人 849人 775人 1,000人 1,000人 1,000人

(7,855件) (7,084件) (5,801件) (4,335件) (8,000件) (8,000件) (8,000件)

③発達障害者支援センターおよび発
達障害者ケアマネジメント支援事業
所の関係機関への助言件数

R元年度実績：

(ア)発達障害者支援センター 1,075件 809件 786件 693件 750件 750件 750件 (ア)672件

(イ)発達障害者ケアマネジメント支
援事業所

1,449件 1,848件 1,283件 1,379件 2,000件 2,000件 2,000件 (イ)1,730件

④発達障害者支援センターおよび発
達障害者ケアマネジメント支援事業
所の外部機関や地域住民への研修、
啓発件数

R元年度実績：

(ア)発達障害者支援センター 81回 157回 86回 85回 140回 140回 140回 (ア)130回

(イ)発達障害者ケアマネジメント支
援事業所

22回 47回 42回 18回 18回 18回 (イ)14回

全体会の開催回数については
目標を達成できた。検討部会
は、令和６年度も実施の予定
はない。

一般的な相談は各市町相談窓口
（一次支援機関）で対応し、より
高度な相談や困難事例についてケ
アマネ支援事業所（二次支援機
関）、さらに県発達障害者支援セ
ンター（三次支援機関）で対応す
るための周知に取り組んできた。

項目

④福祉施設から障害者就業・生活支
援センターへ誘導する福祉施設利用
者数

115人115人115人

①地域の支援体制の課題の把握およ
び対応についての検討を行うために
必要な協議の場の開催回数

７　発達障害者に対する支援

備考

引き続き、地域の発達障害支援体
制の課題把握および対応について
の検討を行うために、年間２回の
協議会を行う。

発達障害の基本的な理解、市
民向けの啓発研修などを実施
することができた。

発達障害は、身近な人が本人の特
性や発達障害について理解し、関
わり方や環境調整をすることで、
本人の困りごとは小さくなること
から、引き続き理解や啓発を促す
研修を実施していく。

（４）第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画に係る活動指標一覧

57人

就労移行支援事業所等の職員
に対し就労アセスメント手法
研修や企業実習等を実施し、
企業の求める人材ニーズや雇
用現場の環境等の状況等を実
践的に学むことにより、一般
企業等への就職に向けた支援
および職場開拓が適切に行え
る職員の育成を行った。

76人

主な実績・成果・評価 課題・対応

就労移行支援事業所等の職員に向
けた研修を引き続き実施するとと
もに、新たに始まる就労選択支援
事業の目的を各圏域の関係機関が
適切に理解し有効に活用できるよ
う、企業・福祉・教育・行政等の
関係機関による協議会の場等を活
用し、就労選択支援事業に関する
説明および各圏域の現状や課題を
共有・把握することで、支援体制
の充実に向けた各圏域での検討を
促していく。

１　福祉施設から一般就労への移行等

R元年度実績：
３回

②発達障害者支援センターによる相
談支援件数

R元年度実績：
1,028人

111人

一次、二次、三次支援機関の重層
的な支援体制を構築していくとと
もに、県発達障害者支援センター
（三次支援機関）の果たすべき役
割の明確化と機能強化を図ってい
く。

発達障害者支援ケアマネージャー
を福祉圏域に偏りなく、継続的に
養成していく。

関係機関へのコンサルテー
ションを継続することで、組
織力と相談支援担当者のスキ
ル向上が図られている。

68人
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
実績 実績 実績 実績 見込 見込 見込

項目 備考

（４）第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画に係る活動指標一覧

主な実績・成果・評価 課題・対応

⑤ペアレントトレーニングやペアレ
ントプログラム等の支援プログラム
等の実施者数

0名 35名 42名 35名 35名 35名 新規項目

受講対象者を各市町療育教室
担当者にも広げることで昨年
度を上回る人数の方に受講い
ただけた。

広く受講を呼び掛け、35名（延べ
人数）以上の実受講者が募れるよ
う、努めていく。

⑥ペアレントメンターの人数 14名 18名 25名 34名 30名 40名 50名 新規項目

⑦ピアサポートの活動への参加人数 14名 18名 25名 34名 30名 40名 50名 新規項目

新規項目

県独自項目

①精神障害者の地域移行支援、地域
定着支援、共同生活援助、自立生活
援助利用者数

新規項目

(ア)地域移行支援 10人 ７人 11人 (ア)15人 (ア)16人 (ア)18人
※市町計画の積
み上げ

(イ)地域定着支援 15人 ７人 ４人 (イ)15人 (イ)17人 (イ)20人

(ウ)共同生活援助 305人 313人 423人 (ウ)193人 (ウ)211人 (ウ)228人

(エ)自立生活援助 13人 11人 20人 (エ)14人 (エ)17人 (エ)20人

11.1% 35%

発達支援センター連絡会で、
各市町担当者にペアレントメ
ンターの推薦について協力の
依頼・周知を行った。市町の
ペアレントメンターの情報を
県発達障害者支援センターと
も共有することで、市町を超
えてペアレントメンターを活
用することができた。

25%

市町によりペアレントメンターの
活用に温度差がみられるので、活
用事例を具体的に示し、好事例を
共有することで市町間の格差をな
くしていく。

30%

８　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

⑧発達障害者支援センターによる相
談において、市町と協働して関わっ
た割合

ー

ー

51.2%
（関係機関
と協働）

必要に応じて、市町や関係機
関と連携しながら相談支援を
行うことができた。

県発達障害者支援センター、発達
障害者ケアマネジメント支援事業
所、市町がそれぞれの役割を把握
し、連携して支援していくことが
大切である。

共同生活援助は見込み量を上
回り、自立生活援助は見込み
通りであったが、地域移行支
援、地域定着支援は見込み量
を下回った。

49.5%
（関係機関
と協働）

引き続き、精神障害に対応した地
域移行支援の充実に取り組む。
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
実績 実績 実績 実績 見込 見込 見込

項目 備考

（４）第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画に係る活動指標一覧

主な実績・成果・評価 課題・対応

新規項目

県独自項目

※市町見込みの
積み上げ

新規項目

※県が実施する障
害福祉サービス等
に係る研修等への
各市町職員１名以
上の参加

新規項目

※市町見込みの
積み上げ

③指導監査結果の関係市町村との共
有

ー １回 １回 １回 １回 １回 １回 新規項目

①計画相談支援及び障害児相談支援
に従事する相談支援専門員数

313人 336人296人ー

基幹相談支援センターの整備
に伴い、より身近な地域での
専門的な相談支援体制整備を
進めることができた。
新型コロナウイルスの影響に
より、研修募集定員を減らし
たが、無事に研修を実施する
ことができた。

滋賀県障害者自立支援協議会
の一部会として行政部会を立
ち上げ、市町職員の知識拡充
に資することができた。

新型コロナウイルス感染症対
策の観点から、集団指導を３
月に実施した。指定障害福祉
サービス事業者等集団指導の
資料をホームページで共有す
ることで、市町、健康福祉事
務所および障害福祉サービス
事業所に対し、実地指導の指
示事項等を広く周知すること
ができた。

９　相談支援体制の充実・強化のための取組

10 障害福祉サービスの質を向上させるための取組

②障害者自立支援審査支払等システ
ムによる審査結果の共有

332人 173人

68人

94回

①都道府県が実施する障害福祉サー
ビス等に係る研修や都道府県が市町
村職員に対して実施する研修の参加
人数

318人

ー

52人

64回

34人

市町等から相談支援専門員のさら
なる養成について要望が寄せられ
ており、研修の質を保ちながら、
研修の充実に努める。

94回55回 97回

35人 35人 39人

94回
令和６年度以降は、報酬改定等の
大きなトピックがなければWEB開
催も検討する。（但し、その時々
の情勢に合わせ柔軟に対応するも
のとする。）
また、集団指導の機会を活用し、
サービス向上に繋がる情報共有を
行う。

引き続き、年２回市町の相談支
援・支給決定事務の担当者との会
議を開催していく。

ー
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